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特許関連のデータ分析を行う目的にはいくつかあり、

自社の発明の特許性を判断するための先行文献の調査

や、自社製品が他社権利に抵触しているかどうかに関す

る調査など、文字通り特許の権利情報を分析の対象とす

る場合に加え、自社や他社の技術動向を特許情報から読

み取ろうとする試みがしばしばなされる。特許に関わる

情報として膨大な技術情報が公開されており、そこから

企業の様々な組織に関する情報や戦略に関する情報を読

み取れる。このような情報を分析し効果的に活用できる

かどうかは、企業の様々な事業上の判断の適否に大きな

差異をもたらす可能性がある。

しかし公開知財情報を単純集計した程度の分析ではど

のような含意があるのかが分かりにくいため、分野毎の

出願件数などについて、特定の利用目的に応じて整理・

分析・加工し、かつ図面、グラフ、表などで視覚的に表

現したパテントマップが活用される。特許庁からも技術

分野別に様々なパテントマップが公開されている。この

とき通常利用される情報は、主に出願件数や登録件数な

どであるが、特許公報等に含まれる情報は、これにとど

まらず発明者の情報や引用関係の情報等多岐にわたって

いる。これらを統計的な処理を行ってより精緻な分析を

行うことによって組織の研究開発組織や技術の構造等、

詳しい内容まで踏み込んで明らかにすることも可能にな

る。例えば対象となる企業の特許出願が、自社の特許を

専ら引用しているのか他社の企業の特許を引用している

かを調べることで、その企業がどのような研究開発方針

を有しているのか推定することができる。請求項を含む

明細書の特徴や審査経過情報から合成された変数はその

特許の有効性の代理変数として利用できることが分かっ

ている。発明者情報からは、その企業の特定の研究開発

を行っている組織の規模や変遷、他部門との連携状況な

ども推定することができる。発明者が誰と共同で発明し

たかの情報をネットワーク情報ととらえて、ネットワー

ク理論に基づく様々な指標（中心性、密度、構造的空隙等）

を算出してこれを研究開発組織の管理指標とするなども

可能になる。さらに特許に付与される IPC や F ターム

などの技術分類の数や組み合わせもその組織の技術開発

に関する重要な情報を与える。このように、企業におけ

る知財公開情報の活用を促進することを目的として、本

稿では企業経営における様々な意思決定に資する知財情

報の数理的処理による活用の事例をいくつか紹介し、組

織の知財部門における知財データ分析の有用性の議論を

促したい。

特許の引用文献情報は様々な企業情報を含んでいる。

このとき前方引用件数とは後願特許が当該特許を引用し

た件数であり、後方引用件数は特許の出願時に引用され

た先行特許件数である。これらの件数は、知識マネジメ

ントに関する既往の学術研究では、知識がどこからどこ

に移動しているか（知識フロー）、もしくは技術がどの

ように累積しているのか（技術累積）に関係する統計的

な追跡手段として用いられることが多い 1)。実務的な立

● PROFILE

1 はじめに

2 引用文献情報

企業経営に資する特許情報と
その活用
そこから何が得られるか



69YEAR BOOK 2O11

寄
稿
集
　
　
特
許
情
報
施
策
お
よ
び
事
業

1

場からは、前方引用件数が当該特許の技術的価値を計る

指標、広報引用件数がその発明がどの程度累積的な性格

を持っているかにかかわる指標としてとらえられる傾向

がある。発明者（出願人）の引用した文献と審査官の引

用した文献ではその意味合いが異なると考えられてい

る。発明者がすべての先行文献や特許を網羅的に調査し

ているとは限らないが、その技術開発を行ううえで実際

に参考にした先行文献を掲載している可能性が高い。た

だしこれも各国制度における先行技術開示の義務づけの

相違などから、必ずしも一律に言えるわけではない。米

国特許では、特許出願にあたって、出願人が知る先行技

術をリストとして審査官に提示する「先行技術開示義

務」に罰則が設けられていることから、必要な文献の開

示が遵守されている可能性が高いが、日本特許では罰則

が不十分なため開示が十分行われていない可能性などで

ある。これらに配慮しつつ様々な分析を行うことが重要

である。

図 １ は 後 方 引 用 を 利 用 し て DVD、MPEG-2、

MPEG-4 規格に関する日本必須特許を分析対象とし、

各規格に対応したパテントプールに含まれる分割出願を

含む 1654 件の必須特許データを分析することにより、

出願人企業が研究開発において誰の情報をもとに研究を

行っているのか（探索傾向）を解析するために、自社か

つ必須特許の引用数と、他社で必須特許以外の特許の引

用数の 2 つの軸上に必須特許を出願している企業をプ

ロットしたものである 2)。ここで見てとれるように各社

ともこの比率は大きく異なっており、例えば日本企業は

自社必須特許を参照して技術開発を行い多くの必須特許

を生み出しているのに対して、韓国メーカーは他社非必

須特許を参照してそこから必須特許を生み出している傾

向があることなどが分かる。

これらのデータを用いることによって「どのような

研究開発戦略を取るとより多くの必須特許を獲得できる

か」という推計を行うことができる。回帰推計の結果

は、この図で示した自社必須特許を参照して技術開発を

行う傾向と、他社非必須特許を参照して研究開発を行う

傾向のいずれも必須特許を獲得することにつながってい

る他、既存の文献をまったく参照しないで特許出願を行

うパイオニア的な技術開発や、他社との共願が多い企業

（他社との共同作業が多い企業）が必須特許の獲得が増

加する傾向も見られた。これらの結果から企業が技術標

準等でより多くの必須特許を獲得するためには、自社技

術を磨く技術開発や、他社の技術を改良する技術開発、

パイオニア的な技術開発や他社との連携による共同開発

など、その企業の特性に応じた研究開発を行うことが重

要であることが分かる。

ある組織で特定の研究分野で何人が関わって発明や

創作活動を行っているのかに関する情報が発明者または

創作者情報から抽出できる。また特定の分野の研究活動

をいつからいつまでどの発明者が行っているのかなどの

情報を得ることができる。また特許では複数の発明者が

共同発明者として名を連ねているケースを収集し、この

共同関係をつないでいくことで、個々の発明者が他のど

のような発明者と何人共同で研究開発を行っているのか

という情報が得られる。この共同関係をつないでいくと

発明者間のネットワーク情報が得られる。ソーシャル

ネットワークはネットワーク理論によって、様々な解析

手法が検討されており特許情報にも応用できるものが多

い。例えば有益なソーシャルネットワークに関しては

Coleman のネットワークと Burt のネットワークの 2

3 発明者・創作者情報

図 1　DVD 標準パテントプール参加企業毎の引用特許の傾向
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つの相反する理論が存在する。Coleman のネットワー

クとは密で閉鎖されたネットワークであり、ある発明者

がつながっている別の発明者同士もお互いにつながって

いるような構造をしている 3)。このようなネットワーク

は同質性が高く、相互の信頼関係が築きやすく、協力

関係が生まれやすいと考えられる。一方 Burt のネット

ワークは、「構造的空隙」と呼ばれる。構造的空隙とは、

自分から複数のグループへリンクが伸びている場合、そ

のリンクは同一グループへ重複してつながっておらず、

別々のクラスターに分散しているような、隙間の多い分

散型のネットワークをさす。このようなネットワークで

は、同質的で密集したネットワークからは得られない新

しい情報やビジネスチャンスを入手できるため、冗長性

の少ないネットワークを構築することが高い競争能力を

もたらすとされる 4)。これらの様子を図 2 に示す。

発明者を取り巻くこれらの異なるネットワークが発明

に及ぼす影響に関する実証研究の例として、犬塚はエレ

クトロニクス系企業の 4 つの研究所における特許発明

者間のネットワークをもとに、ネットワークの効果を定

量的に評価した 5)。分析の結果、Coleman の示す密で

閉鎖されたネットワークと Burt の構造的空隙の多い分

散型のネットワークは、共に発明者の生産性を高めてい

た。このようなネットワークの分析は発明者だけではな

く企業間の共同出願関係から企業間のネットワーク情報

を分析することができる。

同様に特許ではなく意匠広報の創作者から、どのよう

な組織で創作活動が行われているかが読み取れる。ある

組織の意匠広報の創作者の住所から、その会社に所属し

ているデザイナーか、フリーランスのデザイナーかの判

別ができる。また過去別の分野の創作を行っていたのか、

同じ分野の創作を長く継続しているのか等の情報も読み

取れる。このような分析事例として携帯電話の意匠デザ

インの例を図 3 に示す。ここでは携帯電話に関する意

匠デザインの優劣を、デザインランキングと関連付けた

指標を被説明変数として、部門内での意匠創作、部門外

との意匠創作、およびフリーランスとの意匠創作、およ

び共同作業の経験を説明変数として回帰分析を行った結

果である 6)。部門内だけでの意匠創作はパフォーマンス

には寄与せず、部門外およびフリーランスのデザイナー

との意匠創作を、コミュニケーションの十分とれた状態

で実施できる組織が望ましいことを示している。

IPC 分類番号などから、その組織の技術がどの分野を

重点に行われているのかが分かる。また特定の 2 つの

技術分類が同時に付与される頻度を調べることで、その

2 つの技術分類が近い関係にあるか遠い関係になるかを

判断することができる。このときの近さや遠さは、ごく

せまい技術領域の分野で技術開発を行っているのか、複

合的な技術領域で開発を行っているのかの差異が反映さ

れていることから、結果としてその組織の技術の構造の

傾向が示されているものと思われる。このような傾向は

特許出願を行っている組織毎に異なると考えられる。

例えば２つの技術分類が、同時に付与されるかある

いは他の特許を経由して付与されるかまで考慮して技術

4 技術分類

図 2　2 つの異なるネットワークの特徴

図 3　携帯電話意匠創作組織とデザインパフォーマンス

Coleman：Cohesive Network 
Theory
親密・閉鎖的・類似性の高い
ネットワークが有用。

Burt：Structural Holes Theory
分散型・オープン・多様性に富む
ネットワークが有用。

構造的空隙
（structural hole）

部門外知識

部門内知識

組織外知識: フリーラ
ンス使用の有無

コミュニケーション
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と技術の間の距離ともいうべき量を求めることができる

が、この距離は組織の技術の相互依存性が高いか低いか

などの目安となる。このような概念の技術間関連性を下

記の式で定義する。

c W W W Wij ik
k

n

jk ik jk
k

n

k

n

=
= =
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1

2 2

1

/

ここで式の中の i, j 及び k はそれぞれ IPC 分類を指す。

Wij は IPC 分類 i と分類 j が同時に付与される特許の数

となる。n は評価対象となる技術分類の数となり、組織

の差異によって、n の数が増減する。

図 4 にはこのような方法で自動車メーカー４社つい

て過去 10 年間のコア技術間の距離を測定した結果を示

す 7)。ここでは数値が大きいほど技術間距離が近いこと

を表しているが、この自動車メーカーではその距離が著

しく近接している組み合わせ（技術間距離では 0.8 と

いう高い値）が存在し、全体としても技術間距離が近接

している傾向が認められる。このような大きな技術間

距離の値は、電機メーカーの主要技術間距離では少な

い。この差異は自動車メーカーでは製造技術と機能との

関係が複雑な特徴を有するインテグラル型の技術体系を

有するのに対して、電機メーカーでは各技術の相互依存

性は少ない所謂モジュラー型の近い技術体系を有してい

ることと関係しているものと思われる。しかしこのよう

な特徴にも変化があり、近年自動車メーカーのコア技

術間距離は離れる傾向にあり、電気自動車等の開発など

の分野においてはモジュラー型の技術構造に近づく傾向

が現れている可能性がある。図の自動車メーカー場合

も 2004 年を境に技術間距離は離れていく傾向にある。

ここで対象としている自動車メーカー 4 社場合この時

点でハイブリッド関係技術の他の技術とのすり合わせ的

な技術開発がほぼ完了したということを指している可能

性がある。

世界の特許の数は爆発的に増加しており、有効性の疑

わしい特許にも権利が付与されていることも多い。これ

らが等しく差し止め請求権を行使できることが、特許制

度の信頼性を低下させているとする意見も多い。しかし

特許の法的有効性の判断は手間と時間がかかるため膨大

な件数に対して容易に実施することは困難である。手間

をかけず特許の質を評価する手段が必要である。著者ら

の研究グループでは、このような背景から日本特許につ

いて、出願人、特許庁側において、考え得る変数を網羅

的に抽出して、分析を行うことを試みた。この際特許の

質の便宜的評価として、審決等取消訴訟で特許の質が東

京高等裁判所まで争われたケースで、裁判官に有効と判

断されるかどうかを、特許の質を代理する変数とおき、

特許の質の推計を試みた。 2000 年 1 月 1 日から

2006 年 12 月 31 日までの期間に東京高等裁判所で

判決がなされた審決等取消訴訟のうち、特許異議申立て

と特許無効審判が原審となっている案件について 710

件のケースを収集した。その後、日本国特許庁が提供す

る特許電子図書館（IPDL）を利用して、サンプルデー

タに対応する特許の出願書類や出願経過に関するデータ

を収集した。具体的には、審決等取消訴訟で有効性が争

われた特許の特許番号を用いて、特許請求の範囲や明細

書などの出願書類データと、その特許権が付与されるま

での拒絶理由通知回数や意見書提出回数などが示された

出願経過データとを収集した。

これらについて裁判所における有効無効の結論（有

効か無効か）を従属変数として回帰分析を行うことに

よって、どのような変数が有意に影響しているかを判断

することができる。具体的には効果文字（可能、有用、
図 4　自動車メーカー４社のハイブリッド関連技術と主要技術

間距離の変化

5 特許明細書および
審査経過情報の全情報
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etc）の登場回数や、技術分類の数、優先権主張の回数、

外国特許文献の引用数などは、正の有意な影響が認めら

れることが分かった。また非特許文献引用数については、

負の有意な影響が認められた。このことは特許庁におけ

る外国文献サーチ能力の限界を示しているものと解釈し

ている 8)。

このようにして得られたモデルをさらに拡張して、明

細書の多くの情報を取り込んで特許の質の予測をおこな

うことができる。このようにして得られた特許の質の

予測スコアを Patent Quality Index(PQI スコア ) と

称する 9）。このようなスコアの利用法については企業や

代理人の特許明細書の作成や中間手続きに関する様々な

マネジメントの管理指標とするなどが考えられる。一例

として、特許明細書の各種特徴量と特許査定率との関

係について、特許事務所別に解析した結果を図 5 に示

す 10)。この図で明らかなように特許事務所の特許査定

率と PQI スコアは強い正の相関を示した。このことか

ら PQI スコアを特許事務所の管理指標の一つにするこ

とも考えられる。さらに企業毎の特許の質の管理や特許

審査官の特許審査の質の管理など、多様な目的に利用で

きる可能性がある。現在 PQI スコアについては、さら

に多くの明細書および審査経過情報を変数として活用す

ることにより特許の質の予測精度を向上したのち、PQI

の評価プログラムを近々に公開して利用可能性の検討を

進める計画である 11)。

このように特許等から様々なパラメータを抽出し統

計的手法を駆使することで読み取れる情報は多彩でかつ

研究開発や技術経営、他社の競争分析など、企業の様々

な局面での事業判断に有益なものが少なくない。しかし

現在企業で実施している分析は多くの場合簡単な特許

マップ程度にとどまっている。統計的手法を活用するた

めにはそれなりの基礎知識が必要で、ツールを導入すれ

ばすぐ使えるというようなものでもないため、企業でも

なかなか活用できていないのが現状である。各企業にお

いて自社の知財活動においてこれらの分析の有効性を検

証し、知財部門スタッフに、これらの特許情報の高度な

解析に必要な素養やスキルを身につけさせることによっ

て、企業における知財分析能力の向上を図ることが望ま

れる。
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